
 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手

数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年３月１９日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市条例第１９号 

 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関

係手数料条例の一部を改正する条例 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手

数料条例（平成２８年太田市条例第４０号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に、「第３４条

第１項」を「第２９条第１項」に改める。 

第１条の２を削る。 

第２条を次のように改める。 

（消費性能適合性判定に係る手数料の額） 

第２条 法第１１条第１項又は第１２条第２項の規定により消費性能

適合性判定を受ける者又は消費性能適合性判定を求める国等の機

関の長は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定め

る額（当該消費性能適合性判定に係る建築物が２以上あるときは、

当該各号に定める額を合算した額）の手数料を納付しなければなら

ない。 

⑴ 一戸建ての住宅 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の

合計が別表第１の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当す

るかに応じ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平



 

成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「省令」という。）

第１条第１項第２号イ（１）及びロ（１）に規定する基準、同号

イただし書及びロ（１）に規定する基準又は同号ただし書に規定

する方法による基準（以下「性能基準等」という。）が適用され

る建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、同号イ（１）及び

ロ（２）に規定する基準又は同号イ（２）及びロ（１）に規定す

る基準（以下「性能・仕様併用基準」という。）が適用される建

築物にあっては同表の第３欄に掲げる額、同号イ（２）及びロ（２）

に規定する基準又は同号イただし書及びロ（２）（以下「仕様基

準」という。）が適用される建築物にあっては同表の第４欄に掲

げる額 

⑵ 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住

宅をいう。以下同じ。） 消費性能適合性判定に係る部分の床面

積（省令第４条第３項第２号を適用する場合は、共用部分の床面

積を除く。第５号ア、第３条第１項第２号及び第４号ア並びに同

条第２項第２号及び第４号アにおいて同じ。）の合計が別表第２

の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能

基準等が適用される建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、

性能・仕様併用基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄

に掲げる額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第４

欄に掲げる額 

⑶ 非住宅建築物（住宅以外の建築物をいう。以下同じ。）（当該

建築物の全部を工場等（工場、危険物の貯蔵場若しくは処理場、

水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと

畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同

じ。）の用途に供する場合を除く。） 消費性能適合性判定に係

る部分の床面積の合計が別表第３の第１欄に掲げる面積の区分

のいずれに該当するかに応じ、省令第１条第１項第１号イに規定



 

する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準（以下「消

費性能基準標準入力法に係る基準等」という。）が適用される建

築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、同号ロに規定する基準

（以下「消費性能基準モデル建物法に係る基準」という。）が適

用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

⑷ 非住宅建築物（当該建築物の全部を工場等の用途に供する場合

に限る。） 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別

表第４の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応

じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物に

あっては同表の第２欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に

係る基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる

額 

⑸ 複合建築物（住宅部分（省令第１条第２項に規定する住宅部分

をいう。以下同じ。）及び住宅部分以外の建築物の部分（以下「非

住宅部分」という。）を有する建築物をいう。以下同じ。） 次

のアの区分に応じ定める額に、イ又はウの区分に応じ定める額を

加算した額 

ア 住宅部分 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が

別表第２の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するか

に応じ、性能基準等が適用されるものにあっては同表の第２欄

に掲げる額、性能・仕様併用基準が適用されるものにあっては

同表の第３欄に掲げる額、仕様基準が適用されるものにあって

は同表の第４欄に掲げる額 

イ 非住宅部分（非住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合

を除く。） 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が

別表第３の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するか

に応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用されるも

のにあっては同表の第２欄に掲げる額、消費性能基準モデル建



 

物法に係る基準が適用されるものにあっては同表の第３欄に

掲げる額 

ウ 非住宅部分（非住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合

に限る。） 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が

別表第４の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するか

に応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用されるも

のにあっては同表の第２欄に掲げる額、消費性能基準モデル建

物法に係る基準が適用されるものにあっては同表の第３欄に

掲げる額 

２ 法第１１条第２項又は第１２条第３項の規定により変更の消費性

能適合性判定を受ける者又は変更の消費性能適合性判定を求める

国等の機関の長は、前項の規定により算出した額の２分の１に相当

する額（新たに消費性能適合性判定の対象となる別の建築物にあっ

ては同項の規定により算出した額）の手数料を納付しなければなら

ない。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平

成２８年国土交通省令第５号）第１３条の規定により軽微な変更に

関する証明書の交付を求める者は、第１項の規定により算出した額

の２分の１に相当する額の手数料を納付しなければならない。 

 第３条を次のように改める。 

（消費性能向上計画認定手数料の額） 

第３条 消費性能向上計画について、法第２９条第１項の規定による

認定（以下「消費性能向上計画の認定」という。）の申請をする者

は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 

⑴ 一戸建ての住宅 住宅の床面積の合計が別表第１の第１欄に

掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第１０条第

２号イ（１）及びロ（１）に規定する基準又は同号ただし書に規



 

定する方法による基準（以下「誘導性能基準等」という。）が適

用される建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、同号イ（１）

及びロ（２）に規定する基準又は同号イ（２）及びロ（１）に規

定する基準（以下「誘導性能・仕様併用基準」という。）が適用

される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額、同号イ（２）

及びロ（２）に規定する基準（以下「誘導仕様基準」という。）

が適用される建築物にあっては同表の第４欄に掲げる額 

⑵ 共同住宅等 住宅の床面積の合計が別表第２の第１欄に掲げ

る面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適

用されるものにあっては同表の第２欄に掲げる額、誘導性能・仕

様併用基準が適用されるものにあっては同表の第３欄に掲げる

額、誘導仕様基準が適用されるものにあっては同表の第４欄に掲

げる額 

⑶ 非住宅建築物 建築物の床面積の合計が別表第３の第１欄に

掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第１０条第

１号イ（１）及びロ（１）に規定する基準、同号イ（１）及びロ

（２）に規定する基準、同号イ（２）及びロ（１）に規定する基

準又は同号ただし書に規定する方法による基準（以下「誘導基準

標準入力法に係る基準等」という。）が適用される建築物にあっ

ては同表の第２欄に掲げる額、同号イ（２）及びロ（２）に規定

する基準（以下「誘導基準モデル建物法に係る基準」という。）

が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

⑷ 複合建築物 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定める額 

ア 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 

住宅部分の床面積の合計が別表第２の第１欄に掲げる面積の

区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用され

るものにあっては同表の第２欄に掲げる額、誘導性能・仕様併



 

用基準が適用されるものにあっては同表の第３欄に掲げる額、

誘導仕様基準が適用されるものにあっては同表の第４欄に掲

げる額 

イ 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場

合 非住宅部分の床面積の合計が別表第３の第１欄に掲げる

面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法

に係る基準等が適用されるものにあっては同表の第２欄に掲

げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるものに

あっては同表の第３欄に掲げる額 

ウ 住宅部分及び非住宅部分について消費性能向上計画の認定 

の申請をする場合 次に掲げる額の合算額 

(ア)  住宅部分にあっては、アに掲げる額 

  （イ） 非住宅部分にあっては、イに掲げる額 

２ 消費性能向上計画の認定の申請をする者は、当該申請に係る消費

性能向上計画が法第３０条第１項第１号に規定する基準に適合し

ていることを証する図書として規則で定めるものを添えて当該申

請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る次の各

号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手

数料を納付しなければならない。 

⑴ 一戸建ての住宅 住宅の床面積の合計が別表第１の第１欄 

に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第５欄

に掲げる額 

⑵ 共同住宅等 住宅の床面積の合計が別表第２の第１欄に掲 

げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第５欄に掲

げる額 

⑶ 非住宅建築物 建築物の床面積の合計が別表第３の第１欄に 

掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第４欄に

掲げる額 



 

⑷ 複合建築物 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定める額 

ア 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 

住宅部分の床面積の合計が別表第２の第１欄に掲げる面積の

区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第５欄に掲げる額 

イ 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場

合 非住宅部分の床面積の合計が別表第３の第１欄に掲げる

面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第４欄に掲げ

る額 

ウ 住宅部分及び非住宅部分について消費性能向上計画の認定の

申請をする場合 次に掲げる額の合算額 

(ア) 住宅部分にあっては、アに掲げる額 

(イ) 非住宅部分にあっては、イに掲げる額 

３ 消費性能向上計画について、法第３１条第１項の規定による変更

の認定の申請をする者は、第１項又は前項の規定により算出した額

の２分の１に相当する額（新たに消費性能向上計画の認定の対象と

なる別の建築物にあっては第１項又は前項の規定により算出した

額）の手数料を納付しなければならない。 

４ 法第２９条第３項各号に掲げる事項が記載された消費性能向上計

画について、前３項に規定する申請をする者は、前３項に定める額

の手数料のほか、同条第３項に規定する他の建築物について前３項

の規定の例により算定した額の手数料を納付しなければならない。 

５ 消費性能向上計画の認定の申請をする者であって、法第３０条第

２項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる申出を行う者は、当該申請に係る消費性能向上計画について建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第１８条

第２項（これらの規定を同法第８７条の４において準用する場合を

含む。）の規定による確認の申請又は計画の通知をした場合は、第



 

１項から前項までの規定により納付すべき手数料のほか、太田市手

数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）第２条第１項第６号の

規定により納付することとなる手数料の額に相当する額の手数料

を納付しなければならない。 

 

     「 

      

別表第１中      を 

       に 

 

                       」                                   

「 

 

に改める。 

 

                     」 

別表第２を削る。 

 

     「 

 

 

別表第３中を をを 

 

 

 

   」 

 

 

第３欄 第４欄 

１８，０００円 ５，０００円 

１９，０００円 ５，０００円 

第３欄 第４欄 第５欄 

２３，０００円 １８，０００円 ５，０００円 

２６，０００円 １９，０００円 ５，０００円 

第３欄 第４欄 

３１，０００円 ９，０００円 

５４，０００円 １９，０００円 

９７，０００円 ４２，０００円 

１４６，０００円 ７５,０００円 



 

 「 

 

 

に に改める。 

 

                         」                    

 同表を別表第２とする。 

別表第４中「第１条の２、」を削り、同表を別表第３とする。 

別表第５中「第１条の２」を「第２条」に、 

「 

 

  

 を 

」 

「 

 

  

に改め、 

 

」 

同表を別表第４とする。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

第３欄 第４欄 第５欄 

４７，０００円 ３１，０００円 ９，０００円 

７９，０００円 ５４，０００円 １９，０００円 

１３８，０００円 ９７，０００円 ４２，０００円 

２０１，０００円 １４６，０００円 ７５，０００円 

第１欄 第２欄 第３欄 

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満 

３０，０００円 ２６，０００円 

第１欄 第２欄 第３欄 

３００平方メートル未満 ２１，０００円 １７，０００円 

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満 

３０，０００円 ２６，０００円 


